
1 
 

新たな地震調査研究の推進について 

-地震に関する観測、測量、調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な施策- 

（平成24年9月6日改訂 地震調査研究推進本部） 

 

※「第三章 今後推進すべき地震調査研究」より p28～p30 を抜粋 

 

２．横断的に取り組むべき重要事項 

（３）国民への研究成果の普及発信 

地震調査研究の成果を着実に国民や地方公共団体等の防災・減災対策に繋げていくた

めには、地震調査研究の目標や成果を分かり易く国民に示し、地震に関する正しい理解

を得られるようにするとともに、地震の発生に伴う被害の認識や、それに備えるための

防災・減災対策の必要性等に関する意識向上に繋げ、具体的な取組に結びつけていくこ

とが重要である。国民一人一人がこのような適切な理解・認識を得られるようにするた

めには、地震調査研究の成果の情報発信に努めることはもちろんのこと、地方公共団体

関係者、学校教員、ＮＰＯ関係者、研究者などの防災教育や成果普及活動等の多様な取

組を支援することが重要となる。これらの取組を効果的なものにするためには、例えば、

地域に応じた地震・津波災害やこれに対する防災・減災対策等を分かり易く示した資料

等の提供などが考えられる。さらに、地震調査研究の成果が地域の防災・減災対策に効

果的に活用されるためには、理学・工学・社会科学分野の研究者、技術者、地方公共団

体の防災担当者等が意思疎通を図り、最新の地震防災に関する知見や地方公共団体のニ

ーズを共有する場の構築も有効である。 

 

また、地震調査研究の成果の提供については、都道府県や市町村等の地方公共団体に

対しては各々の政策判断に活用できる形で、工学・社会科学分野等の研究者に対しては研

究の推進に活用可能な形で提供するなど、受け手側に応じて情報の提供を行うことが重要

である。その際には、成果の効果的な活用方法やその事例も併せて提供することが重要で

ある。 

 

このため、 

・国や地方公共団体等の防災関係者、民間企業、ＮＰＯ等に対する研究成果の説明会や

その利活用に関する研修の実施 

・地域住民等を対象とした説明会やシンポジウムの開催・マスメディアやインターネッ

ト、書籍、刊行物等を通じた情報提供 

等により、地震調査研究の成果の情報提供・成果発信の多様化・充実を図るとともに、 
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・地震調査研究の成果の利活用や社会への普及啓発を効果的に行う情報提供の内容や手

法の研究 

・研究者による成果普及啓発活動やサイエンスコミュニケーション等の多様な活動の強

化 

・学校や社会教育施設等における防災教育や生涯学習に、地震調査研究の成果を分かり

易い形で活かしていくための取組の支援 

・地方公共団体関係者、研究者、ＮＰＯ関係者などの地震防災に関する啓発活動等の多

様な取組を支援するための地域に応じた地震・津波災害等を分かり易く伝えるコンテ

ンツ等の作成 

・理学・工学・社会科学分野の研究者、技術者、地方公共団体の防災担当者等が意思疎

通を図り、最新の地震防災に関する知見や地方公共団体のニーズを共有する場の構築 

等を推進する。 

 

地震本部では、これまで全国地震動予測地図の作成・公表を行ってきたが、確率論的

な情報や予測期間が国民にとって分かりづらいという指摘もあることから、地震調査に

関する成果をより効果的な形で提供できるように、今後、見直しに向けた検討を行って

いくことが必要である。 

 

また、地震調査研究の防災・減災上の効果を国民に対して分かり易く提示することで、

その有効性に対する国民の理解を進めることも検討する。その際には、中央防災会議等

と連携を図りつつ推進する。 

 

さらに、地震調査研究成果の普及発信と並行して、研究成果の国民・地方公共団体・

民間企業への浸透状況、科学的限界・予測の誤差・ばらつき等についての理解及び防災

対策促進への寄与の程度に関する定期的な調査や、国民や地方公共団体等の地震調査研

究へのニーズを受け止めるための取組を実施し、それらを今後の地震調査研究計画に反

映させていくことが重要である。 

 

（４）国際的な発信力の強化 

我が国はこれまでに地震災害に関する様々な知見を蓄積しており、世界各国で発生す

る地震災害に対して、地震発生予測や緊急地震速報等に関する知見や技術を積極的に提

供し、地震防災・減災分野での国際貢献に努めていくことにより、国際的な発信力を高

めることが極めて重要である。その一環として地震本部も地震・津波に関する研究成果

を、人的交流や情報提供の充実等を通して広く発信していく。 

このため、 
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・二国間及び多国間での新たな枠組みによる地震・津波に関する共同の調査観測・研究 

・地震・津波観測データ等の相互の流通・提供 

・地震動の予測手法等の地震調査研究の成果等の翻訳による提供など国際社会への情報

発信の充実 

・地震調査研究に関連する留学生の受入れ及び研究者等の交流 

等を推進する。 

さらに、東北地方太平洋沖地震により得られた知見や、地震・津波観測監視システム

や衛星からの観測技術及び海底地殻変動観測技術などの新たな観測技術に関する知

見・ノウハウを他国と共有するとともに、他国で地震・津波災害が発生した場合には、

現地での緊急的な調査観測を行い、その後の対応に資する情報提供を行う等、世界各国

で発生する地震・津波による被害を軽減するための取組に積極的な貢献を果たす。 

 


